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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮空気を噴出し口から噴き出すエアダスタ構造であって、
　前記噴出し口から噴き出すエアの量を調整するための流量調節機構を備え、
　前記流量調節機構は、エアを流通させるための管路と、前記管路内に配置されて移動可
能な弁体と、を備え、前記弁体が移動することでエアが流通する流路面積を徐々に変化さ
せて前記管路内のエアの流量を制御する絞り部を備え、
　前記絞り部は、前記弁体が前記管路を開放する方向に移動したときに、前記管路と前記
弁体とのクリアランス量を加速度的に増加させるように構成されていることを特徴とする
、エアダスタ構造。
【請求項２】
　圧縮空気を噴出し口から噴き出すエアダスタ構造であって、
　前記噴出し口から噴き出すエアの量を調整するための流量調節機構を備え、
　前記流量調節機構は、エアを流通させるための管路と、前記管路内に配置されて移動可
能な弁体と、を備え、前記弁体が移動することでエアが流通する流路面積を徐々に変化さ
せて前記管路内のエアの流量を制御する絞り部を備え、
　前記絞り部は、前記弁体が移動したときに前記流路面積を段階的に変化させる段付き形
状であり、前記弁体の移動量に対する前記流路面積の変化が大きい区間と、前記弁体の移
動量に対する前記流路面積の変化が小さい区間とが、交互に設けられていることを特徴と
する、エアダスタ構造。
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【請求項３】
　圧縮空気を噴出し口から噴き出すエアダスタ構造であって、
　前記噴出し口から噴き出すエアの量を調整するための流量調節機構を備え、
　前記流量調節機構は、エアを流通させるための管路と、前記管路内に配置されて移動可
能な弁体と、を備え、前記弁体が移動したときに前記管路と前記弁体とのクリアランス量
を徐々に変化させる絞り部を備え、
　前記管路及び前記弁体の一方には、前記弁体の移動方向に対して直交する方向に開口す
る開口部が設けられ、
　前記管路及び前記弁体の他方には、前記開口部の開口量を調整可能な塞ぎ部が設けられ
、
　前記流量調節機構は、前記絞り部におけるクリアランス量の変化と、前記開口部の開口
量の変化とによって、前記管路内のエアの流量を制御するものであり、
　前記管路内のエアの流量が少ないときは、前記クリアランス量の変化による流量調節を
行い、前記管路内のエアの流量が多いときは、前記開口部の開口量の変化による流量調節
を行うとともに、前記２つの流量調節が連続して行われることを特徴とする、エアダスタ
構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のエアダスタ構造を備え、前記圧縮空気を使用して
ファスナーを打ち出すことを特徴とする、打ち込み工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、外部から供給された圧縮空気を使用して噴出し口からエアを噴き出すエア
ダスタ構造、及び、エアダスタ構造を備えた打ち込み工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、釘の打ち込み作業を行う前に細かい木屑などを吹き飛ばすために、エアダスタガ
ンや、打ち込み工具に付属のエアダスタが使用されている。例えば特許文献１には、エア
ダスタ付きの打ち込み工具が開示されている。この特許文献１記載の発明では、放出弁を
開閉する操作ボタンを押し込むことにより、噴出し口からエアを噴き出すように構成され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１０９２８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記したようなエアダスタにおいて操作ボタンの操作量に応じて噴出し口か
ら噴き出すエアの量を調整するには、放出弁または管路をテーパ状に形成し、操作ボタン
の押し込み量に応じてエアの流路面積を増加させることが考えられる。このとき、操作ボ
タンの押し込み量とエアの流量とが比例関係を保ちながら流量が徐々に増加し、操作量が
最大となったときにエアの流量も最大になると、操作性が良好である。
【０００５】
　しかしながら、実際には、噴き出すエアの流量が増加していくに従い放出弁の上流側に
設けられた蓄圧室の圧力が減少していき、放出弁の絞りの前後の圧力差が小さくなるため
、操作量の変化に対する流量の変化が小さくなってしまう。このため、ある程度まで操作
ボタンを操作した後は、それ以上操作ボタンを操作しても噴出し口から噴き出すエアの量
が大きく変わらず、操作感が悪くなるという不都合が生じる。
　そこで、本発明は、噴き出すエアの流量調整が容易なエアダスタ構造を提供することを
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課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記した課題を解決するためになされたものであり、以下を特徴とする。
【０００７】
　請求項１記載の発明は、圧縮空気を噴出し口から噴き出すエアダスタ構造であって、前
記噴出し口から噴き出すエアの量を調整するための流量調節機構を備え、前記流量調節機
構は、エアを流通させるための管路と、前記管路内に配置されて移動可能な弁体と、を備
え、前記弁体が移動することでエアが流通する流路面積を徐々に変化させて前記管路内の
エアの流量を制御する絞り部を備え、前記絞り部は、前記弁体が前記管路を開放する方向
に移動したときに、前記管路と前記弁体とのクリアランス量を加速度的に増加させるよう
に構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　なお、ここで言う「加速度的に増加」とは、弁体が開方向に移動したときに、弁体の移
動量に比例してクリアランス量が増加するのではなく、比例よりも急速にクリアランス量
が増加することを意味する。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、圧縮空気を噴出し口から噴き出すエアダスタ構造であって、
前記噴出し口から噴き出すエアの量を調整するための流量調節機構を備え、前記流量調節
機構は、エアを流通させるための管路と、前記管路内に配置されて移動可能な弁体と、を
備え、前記弁体が移動することでエアが流通する流路面積を徐々に変化させて前記管路内
のエアの流量を制御する絞り部を備え、前記絞り部は、前記弁体が移動したときに前記流
路面積を段階的に変化させる段付き形状であり、前記弁体の移動量に対する前記流路面積
の変化が大きい区間と、前記弁体の移動量に対する前記流路面積の変化が小さい区間とが
、交互に設けられていることを特徴とする。
【００１０】
【００１１】
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、圧縮空気を噴出し口からエアを噴き出すエアダスタ構造であ
って、前記噴出し口から噴き出すエアの量を調整するための流量調節機構を備え、前記流
量調節機構は、エアを流通させるための管路と、前記管路内に配置されて移動可能な弁体
と、を備え、前記弁体が移動したときに前記管路と前記弁体とのクリアランス量を徐々に
変化させる絞り部を備え、前記管路及び前記弁体の一方には、前記弁体の移動方向に対し
て直交する方向に開口する開口部が設けられ、前記管路及び前記弁体の他方には、前記開
口部の開口量を調整可能な塞ぎ部が設けられ、前記流量調節機構は、前記絞り部における
クリアランス量の変化と、前記開口部の開口量の変化とによって、前記管路内のエアの流
量を制御するものであり、前記管路内のエアの流量が少ないときは、前記クリアランス量
の変化による流量調節を行い、前記管路内のエアの流量が多いときは、前記開口部の開口
量の変化による流量調節を行うとともに、前記２つの流量調節が連続して行われることを
特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載のエアダスタ構造を備え
、前記圧縮空気を使用してファスナーを打ち出すことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明は上記の通りであり、絞り部は、弁体が管路を開放する方向に移
動したときに、クリアランス量を加速度的に増加させるように構成されている。このよう
な構成によれば、操作量が増加していくに従い、絞り部の流路面積が加速度的に増加する
。よって、ある程度まで操作部を操作することで絞り部の前後の圧力差が小さくなり、蓄
圧室の圧力が低下した場合でも、その圧力低下を流路面積の増加によって補うことができ
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、操作部の操作量と噴出し口から噴き出すエアの量との関係を比例関係に近付けることが
できる。
【００１５】
　また、請求項２に記載の発明は上記の通りであり、絞り部は、弁体が移動したときに流
路面積を段階的に変化させる段付き形状である。このような構成によれば、段付き形状に
よって流路面積を段階的に調整することができる。よって、ある程度まで操作部を操作す
ることで絞り部の前後の圧力差が小さくなり、エアを噴き出させる圧力が低下した場合で
も、その圧力低下を流路面積の増加で補うことができ、操作部の操作量と噴出し口から噴
き出すエアの量との関係を比例関係に近付けることができる。
【００１６】
　また、流路面積を段階的に調整することで、噴出し口から噴き出すエアの量を一定に保
つことが容易となる。すなわち、放出弁または管路をテーパ状に形成してエアの量を調整
するようにすると、操作部の操作量が噴き出すエアの量に直接影響するため、噴出し口か
ら噴き出すエアの量を一定に保つためには操作部の操作量も一定に保つ必要がある。この
ため、使用者が操作部に一定の力を加え続けることが困難な状況（例えば使用者が機械を
持った状態で噴出し口を振りながら使用するような状況）では、噴出し口から噴き出すエ
アの量を一定に保つことが困難となる。この点、本発明によれば、操作部の操作量が多少
変動しても噴出し口から噴き出すエアの量をほぼ一定に保つことができるので、使用者が
操作部に一定の力を加え続けなくても噴出し口から噴き出すエアの量を一定に保つことが
できる。
【００１７】
【００１８】
【００１９】
　また、請求項３に記載の発明は上記の通りであり、絞り部におけるクリアランス量の変
化と、開口部の開口量の変化とによって、管路内のエアの流量を制御する。このような構
成によれば、２箇所の流量調整によって流路面積を段階的に調整することができる。よっ
て、ある程度まで操作部を操作することで絞り部の前後の圧力差が小さくなり、エアを噴
き出させる圧力が低下した場合でも、その圧力低下を流路面積の増加で補うことができ、
操作部の操作量と噴出し口から噴き出すエアの量との関係を比例関係に近付けることがで
きる。
　また、請求項４に記載の発明は上記の通りであり、エアダスタ構造を備えた打ち込み工
具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】エアダスタ構造を備えた打ち込み工具の右側面図である。
【図２】エアダスタ構造を備えた打ち込み工具の左側面図である。
【図３】打ち込み工具のＡ－Ａ断面図である。
【図４】先端カバー部材及び側部カバー部材を取り外した打ち込み工具の左側面図である
。
【図５】先端カバー部材を（ａ）裏側から見た斜視図、（ｂ）表側から見た斜視図である
。
【図６】打ち込み工具を下から見た斜視図である。
【図７】第１の実施例に係る流量調節機構の断面図であって、操作部が操作されていない
状態の図である。
【図８】第１の実施例に係る流量調節機構の断面図であって、操作部が奥まで押し込み操
作された状態の図である。
【図９】第１の実施例に係る流量調節機構の動作を説明する図であって、（ａ）操作部が
操作されていない状態の図、（ｂ）操作部が約１／３操作された状態の図、（ｃ）操作部
が約２／３操作された状態の図、（ｄ）操作部が完全に操作された状態の図である。
【図１０】第１の実施例に係る操作量と流量及び流路面積との関係を示すグラフである。
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【図１１】第２の実施例に係る流量調節機構の断面図であって、操作部が操作されていな
い状態の図である。
【図１２】第２の実施例に係る流量調節機構の断面図であって、操作部が奥まで押し込み
操作された状態の図である。
【図１３】第２の実施例に係る流量調節機構の動作を説明する図であって、（ａ）操作部
が操作されていない状態の図、（ｂ）操作部が約１／４操作された状態の図、（ｃ）操作
部が約２／４操作された状態の図、（ｄ）操作部が約３／４操作された状態の図、（ｅ）
操作部が完全に操作された状態の図である。
【図１４】第２の実施例に係る操作量と流量及び流路面積との関係を示すグラフである。
【図１５】第３の実施例に係る流量調節機構の断面図であって、操作部が操作されていな
い状態の図である。
【図１６】第３の実施例に係る流量調節機構の断面図であって、操作部が奥まで押し込み
操作された状態の図である。
【図１７】第３の実施例に係る流量調節機構の動作を説明する図であって、（ａ）操作部
が操作されていない状態の図、（ｂ）操作部が約１／３操作された状態の図、（ｃ）操作
部が約２／３操作された状態の図、（ｄ）操作部が完全に操作された状態の図である。
【図１８】第３の実施例に係る段階的な流路面積の調整を説明する図であって、（ａ）絞
り部におけるクリアランス量の変化によってエアの流量を制御している状態の図、（ｂ）
開口部の開口量の変化によってエアの流量を制御している状態の図である。
【図１９】第３の実施例に係る操作量と流量及び流路面積との関係を示すグラフである。
【図２０】放出弁または管路を単純なテーパ状に形成した場合の、操作量と流量及び流路
面積との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態
においては、エアダスタ構造の使用例として、エアダスタ構造を備えた打ち込み工具１０
を例に挙げるが、これに限らず他の工具等に本実施形態に係るエアダスタ構造を適用して
もよい。例えば、エアダスタガンに本実施形態に係るエアダスタ構造を適用してもよい。
【００２２】
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態について、図１～１０を参照しながら説明する。
　本実施形態に係る打ち込み工具１０は、外部から供給された圧縮空気を使用してファス
ナーを打ち出すものであり、この外部から供給された圧縮空気を使用して噴出し口１７ｂ
からエアを噴き出すエアダスタ構造を備えている。このように打ち込み工具１０がエアダ
スタ構造を備えることで、工具を持ち替えなくても、ファスナーによる打ち込みと、エア
ダスタによる清掃とを行うことができる。
【００２３】
　この打ち込み工具１０は、図１に示すように、内部に打撃機構を備えた工具本体１１と
、工具本体１１から直交方向に突出するように設けられたグリップ１２と、グリップ１２
に操作可能に設けられたトリガ１３と、工具本体１１の先端に突出するように設けられた
ノーズ部１４と、ノーズ部１４の後方に接続されたマガジン１５と、エアダスタ構造を作
動させるために押下操作可能に設けられた操作部３０と、を備える。
【００２４】
　工具本体１１に内蔵された打撃機構は、圧縮空気の力を利用して（ファスナー打ち込み
部材である）ドライバを作動させる。ドライバは、ファスナーを打ち出すためにノーズ部
１４の方向へと移動可能となっている。打ち込み方向に移動したドライバは、ノーズ部１
４内にセットされたファスナーを打ち出す。ドライバによって打ち出されたファスナーは
、ノーズ部１４の先端に開口する射出口１４ａから射出される。
【００２５】
　この打ち込み工具１０を使用するときには、グリップ１２を握り込んで把持し、トリガ
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１３を引き操作する。この操作により上記した打撃機構が作動してファスナーが打ち出さ
れる。
【００２６】
　なお、マガジン１５内には、連結ファスナーが収容されており、この連結ファスナーの
先頭のファスナーがノーズ部１４の方向（打ち込み動作前のドライバの真下）へと順次供
給されるようになっている。
【００２７】
　上記した打撃機構及びエアダスタ構造を作動させるための圧縮空気は、エアコンプレッ
サ等のエア供給源から供給される。具体的には、コンプレッサ等に接続されたエア供給用
のエアホースが、グリップ１２の後端に設けられたエンドキャップ部１６に接続され、こ
のエアホースを介して圧縮空気が供給される。エンドキャップ部１６から供給された圧縮
空気は、グリップ１２の内部に形成された給気経路を通過して、打撃機構またはエアダス
タ構造に供給される。
【００２８】
　打撃機構においては、トリガ１３が操作されたときに、圧縮空気が打撃シリンダ内へ供
給され、この圧縮空気が打撃ピストンに作用して打撃ピストンが駆動し、打撃ピストンに
結合されたドライバが釘を打撃する。
【００２９】
　エアダスタ構造においては、操作部３０が操作されたときに、ノーズ部１４付近で開口
する噴出し口１７ｂから圧縮空気が噴き出すようになっている。なお、本実施形態に係る
操作部３０は、図１に示すように、作業者がグリップ１２を把持したときに、グリップ１
２を把持した手で操作可能な位置に配置されている。具体的には、グリップ１２を右手で
握ったときに、右手の親指で操作可能な位置に配置されている。
【００３０】
　上記したエアダスタ構造は、図３及び図４に示すように、工具本体１１のハウジングの
内部に設けられた流量調節機構を備える。この流量調節機構の下流側には、ハウジングの
外部にエアを取り出すためのエア取り出し口４０が設けられている。このエア取り出し口
４０には、工具本体１１の先端方向（すなわちノーズ部１４の方向）へと延びるダスタ配
管４２が接続されている。より詳しくは、ダスタ配管４２は、エア取り出し口４０との間
に回転可能に設けられた継手部品４１を介して接続されている。
【００３１】
　なお、エア取り出し口４０は、操作部３０とは反対側の工具本体１１の側面に配置され
ている。このエア取り出し口４０に接続されたダスタ配管４２及び継手部品４１は、工具
本体１１のハウジングの外に配置されているが、図２に示すように、工具本体１１の先端
を覆う先端カバー部材１７、及び、エア取り出し口４０を覆う位置に配置された側部カバ
ー部材１８によって覆われている。
【００３２】
　先端カバー部材１７の裏面側には、図５に示すように、ダスタ配管４２の先端部４２ａ
を保持する配管保持部１７ａが設けられており、これにより、ダスタ配管４２の先端部４
２ａが先端カバー部材１７によって固定されている。なお、ダスタ配管４２は樹脂等で形
成されたフレキシブルチューブであり弾性変形可能であるため、配管保持部１７ａへの組
み付けも容易となっている。
【００３３】
　また、先端カバー部材１７の表面側には、図５及び図６に示すように、エアの噴出し口
１７ｂが開口している。このエアの噴出し口１７ｂは、上記した配管保持部１７ａと連通
している。このように先端カバー部材１７にダスタ配管４２と連通するエアの噴出し口１
７ｂが設けられることで、操作部３０が操作されたときにこの噴出し口１７ｂからエアが
噴き出すように構成されている。
【００３４】
　流量調節機構は、噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量を調整するためのものであり、
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図７に示すように、エアを流通させるための管路２３を形成する管路形成部２０と、管路
２３内に配置されて移動可能な弁体３１と、弁体３１の先端に操作可能に配置された操作
部３０と、弁体３１を突出方向に付勢する弁体付勢部材３６と、を備える。この流量調節
機構は、上流側から圧縮空気を導入可能となっており、エアコンプレッサ等のエア供給源
と工具本体１１とが接続されたときに、上流側に圧縮空気が常時供給されるようになって
いる。また、この流量調節機構の下流側には、ダスタ配管４２（継手部品４１）を接続可
能なエア取り出し口４０が開口している。
【００３５】
　管路形成部２０は、管路２３を形成する中空部を有しており、図８に示すように、上流
側に開口する上流開口部２１から管路２３内に圧縮空気を取り込むように構成されている
。また、上流開口部２１よりも下流側には、弁体３１が移動したときに管路２３と弁体３
１とのクリアランス量を徐々に変化させて管路２３内のエアの流量を制御する絞り部２３
ａが設けられている。この絞り部２３ａは、図７及び図８に示すように、弁体３１の移動
方向に行くに従って加速度的に開口幅（断面の径）が大きくなるテーパ形状（ラッパ形状
）で形成されており、弁体３１が管路２３を開放する方向に移動したときに、クリアラン
ス量を加速度的に増加させるように構成されている。
【００３６】
　弁体３１は、操作部３０の押下操作に連動して摺動するように構成されている。自然状
態においては、弁体３１は弁体付勢部材３６によって突出方向に付勢されているが、この
弁体付勢部材３６の付勢力に抗して操作部３０が押し込み操作されたときに、弁体３１が
管路２３を開放する方向に移動するようになっている。本実施形態においては、弁体３１
の先端にＯリング等で形成された先端シール部材３２が取り付けられており、自然状態に
おいては、この先端シール部材３２が絞り部２３ａに当接することで管路２３が閉じられ
た状態となっている。また、弁体３１が管路２３を開放する方向に移動すると、先端シー
ル部材３２と絞り部２３ａとの間にクリアランスが生じ、このクリアランスによって管路
２３内のエアの流量が制御されるようになっている。そして、弁体３１が管路２３を開放
すると、エア取り出し口４０からエアが放出され、噴出し口１７ｂからエアが噴き出す。
なお、本実施形態においては、弁体３１及びエア取り出し口４０が操作部３０の押し込み
方向に沿って配置され、操作部３０とは反対側にエア取り出し口４０が形成されているた
め、ハウジングの内部にダスタ配管４２を配置しなくてもよい構成となっている。
【００３７】
　このような構成によれば、操作部３０の操作量が増加していくに従い、絞り部２３ａの
流路面積が急激に増加するので、ある程度まで操作部３０を操作することで絞り部２３ａ
の前後の圧力差が小さくなっても、その圧力差の低下による流量の低下分を流路面積の増
加によって補うことができ、操作部３０の操作量と噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量
との関係を比例関係に近付けることができる。
【００３８】
　すなわち、絞り部２３ａをラッパ形状ではなく、単純なテーパ形状（円錐面）で形成し
た場合、図２０に示すように、エアの流量が増加していくに従い放出弁の上流側に設けら
れた蓄圧室の圧力が減少していき、放出弁の絞りの前後の圧力差が小さくなるため、操作
量の変化に対する流量の変化が小さくなってしまう。このため、ある程度まで操作部３０
を操作した後は、それ以上操作部３０を操作しても噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量
が大きく変わらず、操作感が悪くなるという不都合が生じる。
【００３９】
　この点、本実施形態によれば、図９に示すように、操作部３０の操作量Ｍ１～３とクリ
アランス量Ｇ１～３が比例しないので、操作部３０の操作し始めは流路面積をごく小さく
し、操作部３０の操作し終わりは流路面積をごく大きくすることができる。具体的には、
流路を閉じた状態の弁体３１の初期位置ＢＬから（図９（ａ）参照）、所定の操作量Ｍ１
分だけ操作部３０を操作したときには、クリアランス量がＧ１である（図９（ｂ）参照）
。また、弁体３１の初期位置ＢＬから、所定の操作量Ｍ１の２倍分（Ｍ２）だけ操作部３
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０を操作したときには、クリアランス量がＧ２である（図９（ｃ）参照）。また、弁体３
１の初期位置ＢＬから、所定の操作量Ｍ１の３倍分（Ｍ３）だけ操作部３０を操作したと
きには、クリアランス量がＧ３である（図９（ｃ）参照）。単純なテーパ形状（円錐面）
であれば、Ｇ２はＧ１の２倍、Ｇ３はＧ１の３倍となるはずであるが、本実施形態では、
操作部３０の操作量に対してクリアランス量が加速度的に増加するので、Ｇ２はＧ１の２
倍以上、Ｇ３はＧ１の３倍以上となっている。このように、あえて後半にかけて極端に流
路面積が大きく増加するように構成している。よって、ある程度まで操作部３０を操作す
ることで絞り部２３ａの前後の圧力差が小さくなり、エアを噴き出させる圧力が低下した
場合でも、その圧力低下を流路面積の増加で補うことができ、図１０に示すように、操作
部３０の操作量と噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量との関係を比例関係に近付けるこ
とができる。
【００４０】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態について、図１１～１４を参照しながら説明する。なお、本実
施形態と第１の実施形態との相違は、流量調節機構の構成のみであるため、重複する記載
を避けて、流量調節機構についてのみ説明する。
【００４１】
　本実施形態に係る流量調節機構は、噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量を調整するた
めのものであり、図１１に示すように、エアを流通させるための管路２３を形成する管路
形成部２０と、管路２３内に配置されて移動可能な弁体３１と、弁体３１の先端に操作可
能に配置された操作部３０と、弁体３１を突出方向に付勢する弁体付勢部材３６と、を備
える。この流量調節機構は、上流側から圧縮空気を導入可能となっており、エアコンプレ
ッサ等のエア供給源が工具本体１１に接続されたときに、上流側に圧縮空気が常時供給さ
れるようになっている。また、この流量調節機構の下流側には、ダスタ配管４２（継手部
品４１）を接続可能なエア取り出し口４０が開口している。
【００４２】
　管路形成部２０は、管路２３を形成する中空部を有しており、図１２に示すように、上
流側に開口する上流開口部２１から管路２３内に圧縮空気を取り込むように構成されてい
る。また、上流開口部２１よりも下流側には、弁体３１が移動したときに管路２３と弁体
３１とのクリアランス量を徐々に変化させて管路２３内のエアの流量を制御する絞り部２
３ａが設けられている。この絞り部２３ａは、図１１及び図１２に示すように、テーパ形
状と筒形状とを交互に配置した段付き形状で形成されている。詳しくは、下流側に拡開す
る第１テーパ部２３ｃと、第１テーパ部２３ｃに連続して第１テーパ部２３ｃの最大径部
とほぼ同径で形成された第１平行部２３ｆと、第１平行部２３ｆに連続して下流側に拡開
する第２テーパ部２３ｄと、第２テーパ部２３ｄに連続して第２テーパ部２３ｄの最大径
部とほぼ同径で形成された第２平行部２３ｇと、第２平行部２３ｇに連続して下流側に拡
開する第３テーパ部２３ｅと、第３テーパ部２３ｅに連続して第３テーパ部２３ｅの最大
径部とほぼ同径で形成された第３平行部２３ｈと、を備える。なお、この実施例は一例に
過ぎず、段付き形状の段数は適宜変更可能である。
【００４３】
　弁体３１は、操作部３０の押下操作に連動して摺動するように構成されている。自然状
態においては、弁体３１は弁体付勢部材３６によって突出方向に付勢されているが、この
弁体付勢部材３６の付勢力に抗して操作部３０が押し込み操作されたときに、弁体３１が
管路２３を開放する方向に移動するようになっている。本実施形態においては、弁体３１
の先端にＯリング等で形成された先端シール部材３２が取り付けられており、自然状態に
おいては、この先端シール部材３２が絞り部２３ａに当接することで管路２３が閉じられ
た状態となっている。また、弁体３１が管路２３を開放する方向に移動すると、先端シー
ル部材３２と絞り部２３ａとの間にクリアランスが生じ、このクリアランスによって管路
２３内のエアの流量が制御されるようになっている。そして、弁体３１が管路２３を開放
すると、エア取り出し口４０からエアが放出され、噴出し口１７ｂからエアが噴き出す。
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なお、本実施形態においては、弁体３１及びエア取り出し口４０が操作部３０の押し込み
方向に沿って配置されているため、ハウジングの内部にダスタ配管４２を配置しなくても
よい構成となっている。
【００４４】
　このような構成によれば、段付き形状によって流路面積を段階的に調整することができ
るので、ある程度まで操作部３０を操作することで絞り部２３ａの前後の圧力差が小さく
なり、エアを噴き出させる圧力が低下した場合でも、その圧力低下を流路面積の増加で補
うことができ、操作部３０の操作量と噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量との関係を比
例関係に近付けることができる。
【００４５】
　すなわち、本実施形態によれば、図１３（ｂ）に示すように、先端シール部材３２がテ
ーパ部に臨む位置を移動しているときには、先端シール部材３２と絞り部２３ａとの間の
クリアランス量が少しずつ大きくなる一方、図１３（ｃ）（ｄ）（ｅ）に示すように、先
端シール部材３２が平行部に臨むときには、先端シール部材３２と絞り部２３ａとの間の
クリアランス量が変化しないようになっている。このため、テーパ部及び平行部の間隔や
径を調整することで、操作部３０の操作量と流路面積との関係を容易に設定可能かつ変更
可能となっている。このため、ある程度まで操作部３０を操作することで絞り部２３ａの
前後の圧力差が小さくなり、エアを噴き出させる圧力が低下した場合でも、その圧力低下
を流路面積の増加で補うことができ、図１４に示すように、操作部３０の操作量と噴出し
口１７ｂから噴き出すエアの量との関係を比例関係に近付けることができる。
【００４６】
　また、流路面積を段階的に調整することで、噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量を一
定に保つことが容易となる。例えば、図１３（ｃ）に示すように、先端シール部材３２が
第１平行部２３ｆに臨む範囲では、図１４のＳ１に示すように、操作部３０の操作量が多
少変動しても、噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量はほぼ一定に保たれる。同様に、図
１３（ｄ）に示すように、先端シール部材３２が第２平行部２３ｇに臨む範囲では、図１
４のＳ２に示すように、操作部３０の操作量が多少変動しても、噴出し口１７ｂから噴き
出すエアの量はほぼ一定に保たれる。また、図１３（ｅ）に示すように、先端シール部材
３２が第３平行部２３ｈに臨む位置まで（下死点まで）操作されると、図１４のＳ３に示
すように、噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量は安定する。
【００４７】
　このように、操作部３０の操作量が多少変動しても噴出し口１７ｂから噴き出すエアの
量をほぼ一定に保つことができるようにすれば、使用者が操作部３０に一定の力を加え続
けなくても噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量を一定に保つことができる。例えば、使
用者が機械を持った状態で噴出し口１７ｂを振りながら使用するなどして、操作部３０に
一定の力を加え続けることが困難な状況であっても、噴出し口１７ｂから噴き出すエアの
量を一定に保つことが可能となる。
【００４８】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態について、図１５～１９を参照しながら説明する。なお、本実
施形態と第１の実施形態との相違は、流量調節機構の構成のみであるため、重複する記載
を避けて、流量調節機構についてのみ説明する。
【００４９】
　本実施形態に係る流量調節機構は、噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量を調整するた
めのものであり、図１５に示すように、エアを流通させるための管路２３を形成する管路
形成部２０と、管路２３内に配置されて移動可能な弁体３１と、弁体３１の先端に操作可
能に配置された操作部３０と、弁体３１を突出方向に付勢する弁体付勢部材３６と、弁体
３１に当接してエアをシールするシール部材３７と、を備える。この流量調節機構は、上
流側から圧縮空気を導入可能となっており、エアコンプレッサ等のエア供給源が接続され
たときに、上流側に圧縮空気が常時供給されるようになっている。また、この流量調節機
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構の下流側には、ダスタ配管４２（継手部品４１）を接続可能なエア取り出し口４０が開
口している。
【００５０】
　管路形成部２０は、管路２３を形成する中空部を有しており、本実施形態においては、
工具本体１１のハウジングの一部を管路形成部２０としている。すなわち、工具本体１１
のハウジングに、ファスナーの打ち込み方向に対して直交する方向に貫通する貫通孔を形
成し、この貫通孔によって管路２３を形成している。この管路形成部２０は、図１６に示
すように、上流側に開口する上流開口部２１から管路２３内に圧縮空気を取り込むように
構成されている。この管路形成部２０には、後述する開口部３５の開口量を調整可能な塞
ぎ部２３ｉが設けられている。塞ぎ部２３ｉは、弁体３１の外周面に臨む円筒内面形状で
ある。
【００５１】
　弁体３１は、操作部３０の押下操作に連動して摺動するように構成されている。自然状
態においては、弁体３１は弁体付勢部材３６によって突出方向に付勢されているが、この
弁体付勢部材３６の付勢力に抗して操作部３０が押し込み操作されたときに、弁体３１が
管路２３を開放する方向に移動するようになっている。
【００５２】
　この弁体３１は、内部が中空に形成されており、エアが通過可能な内部管路３４を備え
ている。内部管路３４の上流側には、圧縮空気を取り込むための取入口３３が設けられて
おり、内部管路３４の下流側には、圧縮空気をエア取り出し口４０の方向へ排出するため
の開口部３５が設けられている。エア供給源から供給された圧縮空気は、取入口３３から
内部管路３４へと流れ込み、開口部３５を通過してエア取り出し口４０の方向へ流れるよ
うになっている。なお、開口部３５は、弁体３１の移動方向に対して直交する方向に開口
しており、管路形成部２０の塞ぎ部２３ｉに対向可能となっている。詳しくは、この開口
部３５は、図１７に示すように、後述する絞り部２３ａに連続して設けられおり、弁体３
１が移動して絞り部２３ａが塞ぎ部２３ｉを通過した後に、開口部３５が塞ぎ部２３ｉに
対向するようになっている。
【００５３】
　この開口部３５よりも下流側には、弁体３１が移動したときに管路２３と弁体３１との
クリアランス量を徐々に変化させて管路２３内のエアの流量を制御する絞り部２３ａが設
けられている。なお、本実施形態においては、弁体３１の外周面をテーパ形状とすること
で絞り部２３ａを形成しているが、これに限らず、管路２３の内周面をテーパ形状とする
ことで絞り部２３ａを形成してもよいし、テーパ形状の代わりに段付き形状を使用しても
よい。
【００５４】
　本実施形態においては、工具本体１１のハウジング側にＯリング等で形成されたシール
部材３７が固定されている。自然状態においては、図１５に示すように、このシール部材
３７が弁体３１の外周面（シール面３８）に当接し、取入口３３へエアが流れないように
シールしている。弁体３１が管路２３を開放する方向に移動すると、シール部材３７とシ
ール面３８とのシール状態が解除され、取入口３３から内部管路３４へとエアが供給され
るようになっている。内部管路３４へ供給されたエアは、絞り部２３ａにおけるクリアラ
ンス量の変化と、開口部３５の開口量の変化とによって、流量が制御される。流量を制御
されたエアは、エア取り出し口４０から放出され、噴出し口１７ｂから噴き出す。なお、
本実施形態においては、弁体３１及びエア取り出し口４０が操作部３０の押し込み方向に
沿って配置され、操作部３０とは反対側にエア取り出し口４０が形成されているため、ハ
ウジングの内部にダスタ配管４２を配置しなくてもよい構成となっている。
【００５５】
　このような構成によれば、２箇所の流量調整によって流路面積を段階的に調整すること
ができるので、ある程度まで操作部３０を操作することで絞り部２３ａの前後の圧力差が
小さくなり、エアを噴き出させる圧力が低下した場合でも、その圧力低下を流路面積の増
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加で補うことができ、操作部３０の操作量と噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量との関
係を比例関係に近付けることができる。
【００５６】
　すなわち、本実施形態によれば、図１７（ａ）～（ｃ）に示すように、操作部３０が操
作されて所定の位置まで移動するまでは、開口部３５が塞がれているため、絞り部２３ａ
のみによって流量調節が行われる。この段階では、図１８（ａ）に示すように、絞り部２
３ａと塞ぎ部２３ｉとの間のクリアランス量の変化によってエアの流量が制御される。そ
して、図１７（ｄ）に示すように、操作部３０が更に操作されて所定の位置まで移動する
と、開口部３５の一部が塞ぎ部２３ｉよりも下流まで移動するので、開口部３５から直接
下流側にエアが流れる。この段階では、絞り部２３ａによる流量調節は行われず、図１８
（ｂ）に示すように、開口部３５の開口量の変化によってエアの流量が制御される。
【００５７】
　このような構成によれば、ある程度まで操作部３０を操作したときにエアの流量を一気
に増加させることができる。このため、ある程度まで操作部３０を操作することで絞り部
２３ａの前後の圧力差が小さくなり、エアを噴き出させる圧力が低下した場合でも、その
圧力低下を流路面積の増加で補うことができ、図１９に示すように、操作部３０の操作量
と噴出し口１７ｂから噴き出すエアの量との関係を比例関係に近付けることができる。
【００５８】
　なお、上記した実施形態においては、絞り部２３ａにおけるクリアランス量の変化と、
開口部３５の開口量の変化とによって、管路２３内のエアの流量を制御するようにしたが
、２箇所の流量調整によって流路面積を調整する方法はこれに限らない。すなわち、弁体
３１の移動量に対する流路面積の変化量が互いに異なる少なくとも２つの絞り部を設けて
もよい。例えば、流路面積の変化が小さい絞り部と、変化が大きい絞り部とを組み合わせ
てもよい。具体的には、第１の実施形態で説明したようなテーパ形状の絞り部を２つ以上
設け、それぞれの絞り部でテーパ面の角度が異なるように形成すれば、弁体３１の移動量
に対する流路面積の変化量が互いに異なるように構成することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　打ち込み工具
　１１　工具本体
　１２　グリップ
　１３　トリガ
　１４　ノーズ部
　１４ａ　射出口
　１５　マガジン
　１６　エンドキャップ部
　１７　先端カバー部材
　１７ａ　配管保持部
　１７ｂ　噴出し口
　１８　側部カバー部材
　２０　管路形成部
　２１　上流開口部
　２３　管路
　２３ａ　絞り部
　２３ｃ　第１テーパ部
　２３ｄ　第２テーパ部
　２３ｅ　第３テーパ部
　２３ｆ　第１平行部
　２３ｇ　第２平行部
　２３ｈ　第３平行部
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　２３ｉ　塞ぎ部
　３０　操作部
　３１　弁体
　３２　先端シール部材
　３３　取入口
　３４　内部管路
　３５　開口部
　３６　弁体付勢部材
　３７　シール部材
　３８　シール面
　４０　エア取り出し口
　４１　継手部品
　４２　ダスタ配管
　４２ａ　先端部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】

【図２０】
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